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我
が
国
の
政
治
・経
済
の
仕
組
み
は
中
央
集
権
的
な
傾
向
が
強
い
が
、
明
治
期
に
全
国
統
一
的
な
政
治
・
経
済
機
構
を
造
り
あ
げ
る
手
段
と

し
て
、
市
町
村
合
併
を
重
ね
て
促
進
し
た
う
え
、
地
域
的
割
拠
を
打
破
し
、
新
し
い
市
町
村
の
基
本
財
産
を
造
成
し
、
併
せ
て
木
材
需
要

増
大
に
対
応
す
る
森
林
資
源
を
造
成
す
る
た
め
、

「
部
落
有
林
野
整
理
統
一
事
業
」
1
「
公
有
林
野
聾
理
開
発
事
業
L

が
大
視
模
に
実
施
さ

れ
た
。
当
時
、
農
民
に
よ
る
林
野
の
自
然
生
の
草

・
柴
採
取
、
放
牧
利
用
が
林
野
の
荒
廃
の
原
因
で
あ
り
、
度
重
な
る
水
室目
的
防
止
の
た

め
に
も、

旧
村
の
支
配
し
て
い
た
部
落
有
林
野
を
新
市
町
村
に
移
し
、
統

一
し
た
林
野
を
管
理
区
分
し
、
住
民
の
入
会
権
を
解
消
す
る
と

い
う
内
容
の
事
業
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
山
村
経
済
に
与
え
た
影
響
と
資
源
造
成
政
策
上
の
意
義
の
大
き
さ
は
、
明
治
三
二
年
か
ら
始
ま

る
固
有
林
野
特
別
経
営
事
業
と
並
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
そ
の
経
過
を
た
ど
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ
の
上
か
ら
の
強
権
的
な
政
策
が
、
市
町
村
有
林
へ
の
統

一
と
と
も
に
林
野
の
私
権
化

を
も
促
し
、
ま
た
、
山
村
経
済
全
体
の
変
化
を
促
進
し
た
こ
と
、
そ
し
て
同
時
に
、
公
有
林
野
統

一
政
策
が
無
条
件
統

一
か
ら
条
件
付
統

一へ

の
方
針
変
更
き
ら
に
慎
行
重
視
と
い
う
方
向
を
た
ど
り
‘
そ
の
地
域
経
済
的
発
展
段
階
を
権
利
形
態
の
面
で
も
土
地
利
用
の
面
で
も
、

無
視
で
き
な
い
こ
と
が
示
き
れ
た
こ
と
は
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
有
林
の
地
元
利
用
が
地
域
の
社
会
経
済
秩
序
を
維
持
す

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ま
だ
、
地
域
住
民
の
共
同
造
林
へ
の
意
欲
を
も
促
し
、

る
た
め
の
重
要
な
要
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

公
有
林
野
造
林

業
特
別
会
計
の
公
有
林
野
造
林
奨
励
費
な
ど
造
林
補
助
金
の
交
付
(
明
治
四
三
年
以
降
)
、
官
行
造
林

(大
正

一
O
年
以
降
)
と
と
も
に
公
有
林
野
の
資
源
化
を
進
め
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

奨
励
規
則
に
よ
る
奨
励
金
や
治
水

こ
の
よ
う
に
し
て
、

公
有
林
野
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
管
理

・
利
用
そ
し
て
篠
利
形
態
の
も
の
を
残
し
、
戦
後
に
至
る
の
で
あ
る
。

第
一
節

戦
後
に
お
け
る
市
町
村
有
林
の
機
能
の
変
化

他
律
的
管
理
か
ら
自
律
的
経
営
へ

公有林野と地域経済

公
有
林
の
役
割
に
著
し
い
変
化
を
与
、
え
た
要
因
の
第

一
は
、
そ
の
管
理
主
体
た
る
べ
き
市
町
村
の
行
政
上
の
位
置
付
け
の
変
化

で
あ
る
。
明
治
期
か
ら
の
中
央
集
権
的
性
格
の
強
い
市
制

・
町
村
制
が
、
昭
和
二
一
年
、
地
方
自
治
団
体
の
自
主
性
・

自
立
性
の
強
化
、

地
方
行
政
の
運
営
に
対
す
る
住
民
の
参
与
す
る
部
門
の
拡
大
、
地
方
行
政
の
事
務
の
執
行
に
お
け
る
公
正

の
確
保
を
内
容
と
す
る
地
方
自

治
制
度
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
変
化
で
あ
る
。
明
治
期
か
ら
の
国
の
強
い
干
渉
の
も
と
、
入
会
利
用
の
排
除
l
l
l
管
理
強
化
が
進
め

ら
れ
、

国
に
よ
る
補
助
金
な
ど
間
接
的
な
方
法
、
官
行
造
林
な
ど
直
接
的
な
方
法
と
併
せ
て
公
有
林
の
資
源
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、

地
方
自
治
制
度
の
確
立
に
伴
う
公
有
林
の
市
町
村
に
よ
る
自
律
的
管
理
・
経
営
の
方
向
が
、
そ
の
た
め
の
体
制
の
強
化
を
伴
っ
て
、
近
年

実
質
的
に
定
着
し
て
き
で
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
、
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

戦
後
、

地
方
税
法
の
制
定
を
経
て
昭
和
二
五
年
、
平
衡
交
付
金
制
度
に
よ
る
地
方
財
政
調
整
、
財
政
自
律
の
方

向
が
進
め
ら
れ
る
が
、
林
政
に
お
い
て
も
昭
和
=
二

年
、
官
行
造
林
既
契
約
地
の
造
林
完
了
、
同
法
改
正
に
よ
り
、
旧
法
が
部
落
有
林
野

地
方
自
治
法
、
地
方
財
政
法
、

第5章

統
一
を
目
的
・
と
し
て
市
町
村
有
林
野
の
み
を
対
象
と
し
た
点
を
改
め
、
財
産
区
有
・
部
落
有
林
野
及
び
水
源
の
か
ん
養
の
た
め
必
要
と
認

め
ら
れ
る
私
有
林
野
の
造
林
を
も
そ
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

つ
い
で
、
水
源
か
ん
養
目
的
に
一
元
化
さ
れ
、

昭
和
三
六
年
森
林
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開
発
公
団
の
事
業
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
、
会
有
林
野
を
特
定
し
資
源
化
を
進
め
る
政
策
は
全
く
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
。
私

有
林
に
お
い
て
は
、
昭
和
二

0
年
代
後
半
期
よ
り
林
野
保
有
規
模
各
階
層
と
も
活
溌
な
造
林
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
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こ
れ
ら
状
勢
を
受
け
て
、

昭
和
三
五
年
の
林
業
基
本
問
題
調
査
会
の
答
申
「
林
業
の
基
本
問
題
と
基
本
対
策
L

は
、
従
来
の
他
律
的
契

機
に
よ
る
直
轄
林
地
の
拡
大
と
官
行
造
林
に
よ
る
資
源
造
成
と
い、
7
地
主
的
・
受
動
的
な
立
場
を
排
し
、
公
有
林
の
地
元
利
用
を
展
開
さ

せ
る
も
の
と
し
て
、
小
規
模
林
業
拡
大
の
た
め
の
用
地
と
し
て
提
供
し
、
そ
れ
以
外
の
林
地
に
つ
い
て
は
よ
り
合
理
的
な
林
業
経
営
を
行

い
う
る
よ
う
そ
の
経
営
管
理
体
制
の
整
備
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

地
域
経
済
の
変
化
に
対
応
す
る
機
能
の
多
様
化

公
有
林
を
め
ぐ
る
条
件
変
化
の
第
二
は
↓
前
項
の
主
体
的
条
件
に
対
し
て
客
体
的
条
件
と
も
い
う
べ
き
地
域
経
済
の
変
化
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
公
有
林
の
利
用
に
大
き
な
変
化
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。

最
初
の
大
き
な
経
済
変
化
は
、
戦
後
復
興
期
よ
り
高
度
経
済
成
長
期
に
か
け
て
み
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
、
山
村
で
は
農
地
改
革
を
経
て
、

農
産
物
不
足
の
市
場
条
件
も
あ
り
、
開
田
が
各
地
で
進
め
ら
れ
、
工
芸
作
物
生
産
を
含
め
農
業
生
産
力
は
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。
そ
の
こ

と
に
よ
り
農
業
的
(
畜
産
を
含
む
)
土
地
利
用
は
外
延
的
に
も
拡
大
し
、
共
同
地
や
市
町
村
有
林
が
そ
の
用
に
供
さ
れ
た
。
薪
炭
生
産
も

変
わ
ら
ず
続
け
ら
れ
、
そ
の
資
材
供
給
の
役
割
を
共
同
地
及
び
公
有
林
は
継
続
し
て
い
る
。

こ
の
商
品
生
産
の
著
し
い
進
展
の
中
で
、
従
来
、
自
然
生
の
草
木
の
採
取
利
用
を
中
心
と
し
て
い
た
公
有
林
の
利
用
の
集
約
化
が
進
む

気
運
が
醸
成
さ
れ
た
。
土
地
利
用
の
形
態
と
し
て
は
、
農
耕
地
、

畜
産
用
造
成
草
地
、
そ
し
て
林
業
用
地

l
人
工
造
林
で
あ
る
。
農
・
畜

産
用
地
と
し
て
は
、
当
初
は
開
拓
用
地
と
し
て
、

の
ち
に
農
用
地
・
草
地
の
造
成
事
業
と
し
て
大
規
模
に
転
用
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

土
地
利
用
の
変
化

・
集
約
化
は
、
商
品
経
済
の
進
展

・
農
業
生
産
力
の
発
展
に
よ
る
自
然
生
の
草
木
の
自
給
的
利
用
の
縮
小
を
背
景
に
置

い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

公
有
林
の
機
能
に
か
か
わ
る
経
済
の
第
二
の
変
化
は
、
高
度
経
済
成
長
の
進
展
の
中
で
起
こ
っ
た
。
農
林
業
の
発
展
と
と
も
に
開
発
政

策
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
る
都
市
的
土
地
利
用
の
進
展
が
直
接
に
公
有
林
に
及
ぷ
と
と
も
に
、
新
た
な
土
地
保
全
の
課
題
が
公
有
林
管
理
・

経
営
に
諜
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
@

さ
ら
に
、
昭
和
四

0
年
代
後
半
期
に
は
、

オ
イ
ル
シ
ョ

ッ
ク
以
降
の
不
況
期
の
中
で
国
の
開
発
政
策
が
財
政
的
に
も
限
界
が
み
え
、

山
U

'守
E

，

域
の
自
立
的
発
展
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
の
資
源
に
立
脚
す
る
地
域
産
業
お
こ
し
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
果

た
す
市
町
村
の
役
割
が
強
調
さ
れ
る
中
で
、
公
有
林
資
源
の
新
た
な
見
直
し
、
積
極
的
な
資
源
造
成
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た。

以
上
、
大
筋
を
た
ど
っ
て
き
た
戦
後
に
お
け
る
公
有
林
の
機
能
変
化
を
、
戦
前
期
と
の
対
比
で
補
充
を
含
め
て
整
理
す
る
と
、
以
下
の

よ
う
に
な
ろ
う
。

(2) (1) 

喜市
的町
契村
機の
に財
よ産
ると
管し
理て
強の
化機

古色
資
源
化
に
お
け
る
受
動
的
立
場
か
ら
自
律
的
管
理

・
経
営
の
発
展
の
方
向

へ
@

公有林野と地域経済

山
地
荒
廃
防
止
、
水
土
保
全
機
能

経
済
発
展
に
基
づ
く
土
地
利
用
集
約
化
が
進
む
中
で
、
乱
開
発
な
ど
不
適
正
な
土
地
利
用
の
進
展
も
み
ら
れ
、

利
用
が
進
展
し
、

全
体
的
に
林
地
の
保
全
と
そ
の
適
切
な
管
理
の
重
要
性
が
増
し
た
。
公
有
林
は
、

地
域
に
密
着
し
た
保
全
の
機
能

を
十
全
に
果
た
す
べ
き
役
割
を
負
っ
て
い
る
。

一方、

都
市
的
土
地

(3) 

地
元
の
生
活
・
生
産
の
た
め
の
利
用

第 5章

自
然
生
の
草
木
の
採
取
に
か
カ
る
薪
炭
生
産
、
採
草

・
放
牧
利
用
な
ど
が
、
商
品
経
済
の
進
展
に
よ
っ
て
、
よ
り
集
約
な
そ
し
て
よ

り
多
様
な
利
用
に
発
展
す
る
。
そ
れ
ら
は
管
理
上
、
公
有
林
と
し
て
の
形
態
に
な
じ
ま
な
い
も
の
が
含
ま
れ
、
離
権
を
み
た
面
積
も

少
な
く
な
い
が
、
な
お
、
最
近
の
村
お
こ
し
、
地
域
資
源
に
立
脚
し
た
地
域
産
業
お
こ
し
の
資
材
供
給
等
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
公
有
林
が
あ
る
。
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(単位 ・千hal

*t 数
拡 大 造 中本 内 訳

年度 公 営
私営

総数 再造林
拡大

総数 都道市町村造林森林開
造林 府県 公社発公団

昭和3伴 337.5 93.9 243.6 51.7 17.2 29.1 0.5 4.9 192.0 
40 283.8 65.8 218.0 59.6 15.4 20.6 3.4 20.1 158.5 
45 268.6 35.5 233.0 69.4 12.8 19.7 16.8 20.1 163.6 
50 170.2 28.2 142.0 44.4 18.0 8.9 97.6 
55 116.3 18.8 97.4 42.4 7.3 I 7.4 16.2 11.4 55.0 

民有林造林面積の推移表 1

以
よ
の
各
項
ご
と
に
、
最
近
の
事
例
を
中
心
に
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節

市
町
村
に
よ
る
森
林
経
営
と
地
域
経
済

公
有
林
に
お
け
る
造
林
の
進
展

時系列版J 1982及び1983 林野弘済会。

公
有
林
に
お
け
る
林
業
経
営
を
そ
れ
自
体
と
し
て
み
て
ゆ
く
の
は
前
意
に
譲
り
、

こ
こ
で
は
公
有

林
と
地
域
経
済
と
の
関
わ
り
な
b

し
地
域
経
消
と
関
連
の
強
い
公
有
林
経
営
事
例
を
中
心
と
し
て
み

る
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
や
は
り
公
有
林
経
営

・
管
理
の
全
体
の
動
向
は
ま
ず
み
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

公
有
林
野
調
査
会
編
『
公
有
林
野
の
実
態
と
問
題
点
』
(
林
野
共
済
会

る
と
、
市
町
村
直
営
の
人
工
造
林
は
戦
後
に
入
っ
て
か
ら
、
と
り
わ
け
昭
和
二

0
年
代
後
半
期
か
ら

拡
大
を
み
る
(
同
書
八
一
頁
、
第
二

O
表
よ
り
類
推
)
。
八
ム
営
造
林
面
積
の
推
移
は
(
拡
大
造
林
の

み
だ
が
)
、
昭
和
三
六
年
か
ら
統
計
に
よ
っ
て
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
五
年
ご
と
の
推
移
を
表
1
に
示

し
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
造
林
縮
小
期
に
入
っ
て
、
八
ム
営
造
林
の
比
重
は
増
し
て
ゆ
く
が
、

市
町
村
に
よ
る
造
林
は
県
営
造
林
と
と
も
に
縮
小
の
傾
向
を
た
ど
り
、

昭
和
三
四
年
)
に
よ
り
み

『林業統計要覧

一
方
、
公
社

・
公
団
に
よ
る

(出所)

分
収
造
林
が
増
加
な
い
し
堅
調
を
示
す
の
で
あ
る
。
昭
和
三
六
年
に
民
有
林
拡
大
造
林
は
ピ
!
ク
に

達
し
て
い
る
が
、
そ
の
一

一
一%
を
市
町
村
営
造
林
が
占
め
て
い
た
。
昭
和
五
五
年
に
は
盛
時
の
四
分

決
し
て
言
え
な
い
に
し
て
も
、

の
一
に
減
り
、
民
有
林
拡
大
造
林
面
積
の
八
%
に
満
た
ぬ
位
置
付
け
と
な

っ
た
。

資
源
造
成
上
小
さ
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
と
は

そ
の
地
位
を
公
営
分
収
造
林
に
譲
り
、
自
ら
の
所
有
林
に
お
け
る
資
源
化
の
機
能
の
多
く
の
部
分
を
そ
れ

ら
に
任
せ
る
方
向
で
推
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。

表
2
を
参
照
さ
れ
た
い
。
昭
和
三

O
年、

五

O
年
、
五
五
年
に
お
け
る
市
町
村
有
林
の
管
理

・
経
営
そ
し
て
利
用
の
実
態
を
み
た
も
の

こ
の
表
で
は
直
営
造
林
の
推
移
は
み
ら
れ
な
い
が
、
官
行
造
林
に
代
っ
て
公
社
・
公
団
造
林
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

県
行
造
林
も
減
少
を
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
直
営
造
林
面
積
は
増
加
を
み
た
が
、
公
団
・
公
社
造
林
が
開
始
さ
れ
る
と
そ
れ
ら
に

資
源
化
の
機
能
を
担
わ
せ
る
方
向
が
と
ら
れ
る
。

数
が
減
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
う
ま
で
も
な
く
直
営
造
林
を
継
続
し
て
い
る
市
町
村
は
少
な
く
な
い
の
だ
が
、

そ
グ〉

い
ず
れ
に
し
て
も
、
森
林
資
源
造
成
に
お
け
る
市
町
村
の
機
能
は
公
社
・
公
団
造
林
に
よ
る
資

源
化
の
態
勢
の
充
実
に
よ
り
実
態
と
し
て
そ
の
多
く
の
部
分
が
代
位
さ
れ
る
方
向
で
き
て
お
り
、

そ
れ
は
私
有
大
山
林
所
有
者
と
共
通
の

つ
ぎ
、
に
、

傾
向
で
あ
り
、
市
町
村
有
林
に
特
有
の
事
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

公有林野と地域経済

公
有
林
の
資
源
化
に
よ
る
市
町
村
財
産
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
み
よ
う
。

戦
前
期
の
公
有
林
資
源
造
成
の
成
果
は
、
昭
和
三

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
の
前
半
期
ま
で
、
市
町
村
財
政
を
潤
し
た
。
六

・
三
制
発
足

に
伴
う
校
舎
を
始
め
幾
多
の
公
共
施
設
の
建
設
が
そ
の
果
実
に
よ

っ
て
可
能
と
な

っ
た
地
域
は
少
な
く
な
い
。
所
有
林
野
の
売
却
に
よ
り

そ
の
後
、
市
町
村
財
政
が
累
次
の
地
方
交
付
税
率
の
変
更
を
経
て
、
費
目
で
は
土
木
費
を
中
心
に
、
そ
し
て

農
林
業
・
広
域
生
活
圏
関
連
を
含
む
各
種
補
助
事
業
の
拡
大
、
収
入
面
で
は
地
方
交
付
税
交
付
金
、
地
方
債
の
増
加
を
要
因
に
そ
の
規
模

を
急
膨
張
き
せ
、
市
町
村
有
林
な
ど
の
財
産
収
入
が
急
速
に
そ
の
意
義
を
低
下
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
市
町
村
有
林
は
上
記
の

目
的
の
た
め
の
伐
採
に
よ
り
蓄
積
を
枯
渇
さ
せ
、
ま
た
、
材
価
の
低
迷
と
労
賃
上
昇
が
収
支
を
悪
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
ま

た
、
伐
採
収
入
は
費
消
し
、
融
資
に
依
存
し
造
林
を
進
め
る
市
町
村
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
た
。

し
の
い
だ
市
町
村
も
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
財
政
構
造
が

公
有
林
を
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事
態
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

資
産
価
値
と
し
て
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
財
産
に
転
落
さ
せ
る

森
林
造
成
を
収
入
を
生
む
活
動
と
し
て
考
え
る
場
合
、
現

代
で
は
低
利
で
あ
っ
て
も
金
利
の
つ
く
金
を
資
金
と
し
て
は

そ
の
意
義
が
著
し
く
減
殺
さ
れ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
と
り
わ
け
、
公
有
林
に
一
般
に
み
ら
れ
る
皆
伐

・一

斉

造
林
の
施
業
方
式
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
利
子
の
つ
く

資
金
で
造
林
を
進
め
る
た
め
に
は
、
単
な
る
財
産
造
成
と
い

う
意
義
を
出
た
何
ら
か
の
行
政
目
的
を
も
つ
こ
と
が
望
ま
れ

る
だ
ろ
う
(
と
は
い
え
、

林に.部落以外と の分収林野を分収林とした。

」
の
こ
と
は
主
と
し
て
補
助
金
や

す
る
も
の
で
は
な
い

)。

自
己
資
金
に
よ
る
人
工
造
林
の
財
産
造
成
上
の
意
義
を
否
定

地
域
振
興
と
い
う
行
政
的
意
義
に
よ
り
市
町
村
が
造
林
を

進
め
る
例
が
み
ら
れ
る
。
壌
を
改
め
て
み
て
み
よ
う
。

《
参

考

》

市
町
村
有
林
の
面
積
の
推
移
を
示
す
数
値
は
表
2
に
み
ら

れ
る
も
の
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
資
源
状
況
に
つ
い
て
は
、
市

町
村
財
産
区
有
林
を
一
括
し
た
ら
の
し
か
な
い
。

市町村財産区有林の資源の状況

(単位:千ha，百万耐)

然林 1

蓄積

針葉|広葉

樹| 樹

竹林

面積

立

地

積

無

木

面

天

面積子I;~計

人

表 3

面積

数

蓄積

総

積

一
一切

面

一
口

一
分

¥
一l

一円
以

¥、

一

J

一
llt

、、

-

aaτ

一

、、

口u
一
・

一

¥

査

月

一
幻

「

¥

調

年

一
昭

そ
れ
を
参

ム

3 

資料 r林業統計要覧」による

4 

126 

123 

126 

68 

35 

34 

41 

51 

6 

5 

12 

15 

42 

39 

53 

66 

1160 

1139 

759 

764 

2 

。

林野庁計画課調べ。

44 

22 

61 

45 

46 

47 

22 

62 

501 

523 

640 

660 

88 

87 

75 

127 

1788 

1526 

1496 

40.4. 1 

56目 3.31 

45.4 . 1 

4 
I ~ l 
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考
の
た
め
表

3
に
示
し
た
が
、
昭
和
五

一
年
の
数
値
は
不
整
合
が
目
立
つ
の
で
省
略
し
た
。
し
か
し
、

四
五
年
の
数
値
に
つ
い
て
も
蓄
積

数
値
に
不
整
合
が
自
に
つ
く
の
は
因
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
市
町
村
財
産
区
有
林
を

一
括
し
て
み
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
戦
後
期
の
資
源
化
の
推
移
は
、

ま

ず
人
工
林
化
と
戦
前
期
の
造
成
資
源
の
収
穫
が
交
錯
し
、
つ
い
で
(
昭
和
四

0
年
代
以
降
)
、
人
工
林
化
を
中
心
に
資
源
造
成
が
進
ん
だ

こ

と
が
、
こ
の
表
に
よ
り
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

市
町
村
行
造
林
|

|
金
沢
市
の
場
合

前
に
示
し
た
表

2
に
み
ら
れ
る
最
も
著
し
い
事
柄
は
、
個
人
所
有
地
へ
の
市
町
村
に
よ
る
造
林
|
|
市
町
村
行
造
林
の
近
年
内
拡
大
傾

向
で
あ
る
。
昭
和
五

O
年
に
三

O
王
事
業
体
、
人
工
林
面
積
二

二
、
六
七

O
M
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
五
五
年
に
は
五

O
O
事
業
体
、

四

五
、
三
七
八
回
と
い
う
数
字
が
示
さ
れ
て
い
る
。

事
業
体
数
で
六
四
%
増
、
人
工
林
面
積
は
倍
増
と
い
う
数
値
は
む
し
ろ
理
解
し
に
く

い

よ
う
に
も
思
う
が
、
最
近
の
山
村
に
お
け
る
造
林
の
停
滞
や
雇
用
の
縮
小
に
対
処
す
る
市
町
村
の
積
極
的
な
姿
勢
を
示
す
も
の
と
も
考
、え

ら
れ
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
に
よ
り
そ
の
意
義
を
み
て
み
よ
う
。

前
記
し
た

『
公
有
林
経
営
動
向
の
実
態
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』
の
五
七
年
度
報
告
書
に
、

石
川
県
金
沢
市
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て

い

る
金
沢
市
は
個
人
所
有
地
へ
の
市
町
村
行
造
林
の
ベ
ス
ト
二
に
入
る
実
績
を
も
っ
(
唱
和
五

0
年
四
月
現
在
、
一
位
鳥
取
県
三
朝
市
一
:

三
九
泊
、
二
位
金
沢
市
一
、

O
六
四
回
、

以
下
福
井
県
名
回
庄
村
八
六
八
回
、
秋
田
県
合
川
町
八
二
三
加
、
青
森
市
六
五
四
回
、
熊
本
県
五

木
村
六
二
二

回
、
盛
岡
市
六

一
七
恒
な
ど
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
が
、

一二
O
o
h
台
に
は
宮
崎
県
椎
葉
村
、
山
梨
県
大
泉
村
、
同
芦
安
村、

長
野
市
、
高
知
県
大
川
村
、
宮
崎
県
延
岡
市
、
新
潟
県
津
南
町
、
鳥
取
県
白
南
町
(
以
上
ベ
ス
ト
一
五
)
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
)。

金
沢
市
の
場
合
、
昭
和
三
八
年
県
の
治
水
造
林
事
業

(
県
行
造
林
)
終
了
を
契
機
に
、

ω
薪
炭
生
産
五
解
後
に
お
け
る
山
間
部
住
民

の
一
雇
用
機
会
の
創
出
、

ω

ダ
ム
建
設
に
と
も
な
う
水
源
か
ん
華
な
ど
公
益
的
機
能
の
向
上
を
目
的
に
、
市
行
造
林
の
創

そ
の
実
行
の
た
め
の
外
的
条
件
と
し
て
は
、
農
林
漁

水
害
の
防
止
、

設
な
ど
に
よ
り
一
五
カ
年
間
で
六
、

O
O
O
M
の
造
林
を
行
う
計
画
を
作
成
し
た
。

業
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資
制
度
が
あ
げ
ら
れ
る
。

分
収
率
は
県
行
造
林
に
な
ら
い
市
六
対
土
地
所
有
者
四
の
割
合
で
あ
り
、

対
象
地
は
以
前
に
は
共
有
地
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
現
在

は
単
数
あ
る
い
は
複
数
の
私
有
林
所
有
者
が
主
に
な
っ
て
お
り
、
契
約
は
市
と
所
有
者
あ
る
い
は
集
落
代
表
者
の
間
で
結
ば
れ
る
。
実
績

は
四

0
年
度
一

o
o
h
、
四

一
1
四
三
年
度
一
五

O
M
、
四
四
i
四
七
年
度
一

O
O
回
、
四
八

1
五
五
年
度
七

O
凶
、
五
六
年
度
六

o
h

と
推
移
し
、
近
年
は
減
少
を
み
て
い
る
。

こ
の
市
行
造
林
の
特
徴
は、

地
域
へ
の
密
着
性
に
あ
ろ
う
。
実
施
総
集
落
数
は
九
四
に
の
ぼ
り

平
均
三
・
八

h
で
あ
り
、

集
落
単
位
で
契
約
の
枠
を
設
定
し
、

一
集
落
当
た
り
の
年
間
造
林
規
模
は

地
元
集
落
の
労
働
力
に
依
存
し
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、

年
閉
め
「
契
約
単
位
」
を
団
地
に
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
団
地
は
約
二
八

O
カ
所
あ
り
、

ま
た
、

一
集
落
一

公有林野と地域経済

一
団
地
平
均
は
五

・
六
加
で
あ
り
、
年
々
つ
ぎ

足
し
て
ふ
え
る
計
算
で
あ
る
。
当
年
度
の

一
団
地
の
所
有
者
数
と
植
栽
面
積
は
、
二

l
六
人、

一
l
二
回
と
な
っ

て
い
、
零
細
・
分
散
性

が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
大
規
模
性
、
能
率
性
を
特
徴
と
す
る
公
社

・
公
団
造
林
と
は
性
絡
を
異
に
す
る
こ
と
が
分
か
る
だ

ろ
う
。
地
域
に
密
着
し
た
市
町
村
な
ら
で
は
実
行
で
き
ぬ
形
態
で
あ
る
。
昭
和
五
六
年
度
ま
で
の
造
林
面
積
は

一
、五
三
入
加
と
な

っ
て

お
り
、
最
近
で
は
、
市
行
造
林
が
地
域
の
造
林
の
主
体
を
占
め
て
い
る
。

な
お
、
資
金
に
つ
い
て
は
、

起
債
と
一
般
会
計
財
源
に
依
存
し
て
い
る
。

当
初
公
庫
融
資

一
O
割
で
出
発
し
た
が
、
そ
の
後
八

1
九
割
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台
の
水
準
と
な
っ
て
い
る
。
五
六
年
度
末
に
お
け
る
融
資
残
高
は
二

O
億
六
、

五

O
O万
円
に
達
し
て
い
る
。
六

0
年
度
か
ら
元
利
償
還
が

始
ま
る
が
、
間
伐
収
入
が
見
込
め
な
い
現
状
で
は
、

一
般
財
源
に
依
拠
す
る
以
外
に
な
い
。

市
財
政
に
お
け
る
位
置
付
け
に
つ
い
て
み
る
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表 4 市町村財産区有林の地域の産業振興を目的とした地元利用の内容
(団体数)
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資料:前掲 『公有林施業実態調査報告書J 45頁。

表
4
は
、
市
町
村
財
産
区
有
林
の
地
域
産
業
振
興
を
目
的
と
し
た
地
元
利
用

を
目
的
別
、
団
体
数
別
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
(
昭
和
五
五
年
三
月
コ
二
日
調

査
)
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
分
収
造
林
地
と
し
て
の
利
用
が
第
一
位
を
占
め
る
が
、

東
北
、
九
州
な
ど
農
林
業
地
帯
の
比
率
が
高
く
、
し
い
た
け
原
木
林
、
同
ほ
だ

[1¥ 

国

的
と
し
て
大
山
林
所
有
者
の
林
地
を
対
象
に
昭
和
四
八
年
度
か
ら
村
行
ク
ヌ

ギ
造
林
を
開
始
し
た
。
昭
和
五
八
年
度
ま
で
の
笑
績
は
四

O
O
M
に
達
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
地
域
産
業
振
興
目
的
を
併
せ
た
市
町
村
行
造
林
の
事
例
で
あ
る

(昭
和
五
九
年
度
森
林
計
画
研
究
発
表
大
会
に
お
け
る
五
木
村
下
内
泰
臣
氏
の

報
告
寸
特
用
林
産
物
の
振
興
と
村
づ
く
り
」
に
よ
る
)
。

ク
ヌ
ギ
造
林
を
行
っ
て
い
る
。
奥
地
山
村
で
あ
り
林
野
率
の
高
い
岡
村
は
林
業

が
地
域
産
業
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
が
、
そ
の
林
野
の
多
く
の
部
分
が
大
山

林
所
有
者
向
所
有
林
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
人
工
林
は
若
齢
林
が
主
で

あ
り
、
地
域
住
民
に
短
期
的
な
収
入
を
も
た
ら
す
シ
イ
タ
ケ
原
木
林
造
成
を
目

密
着
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
最
近
、
他
人
所
有
地
へ
の
市
町

村
行
造
林
の
進
展
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
山
村
地
域
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
課
題

に
対
応
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
増
え
て
き
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ

司ゐ。
他
人
所
有
地
へ
の
市
町
村
行
造
林
の
例
と
し
て
、
熊
本
県
五
木
村
の
場
合
は

可司""-

4 

人
口

の
U
タ
l
ン
現
象
が
み
ら
れ
る
(
昭
和
五
三
年
度
報
告
書
)
。

以
上
の
よ
う
に
、
市
町
村
に
よ
る
造
林
事
業
が
地
域
の
雇
用
創
出
、
入
会
林
野
繋
備
、
森
組
育
成
、
林
地
保
全
ほ
か
公
益
的
機
能
の
発
揮

な
ど
の
行
政
目
的
を
伴
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
公
社
や
公
団
造
林
に
よ

っ
て
カ
バ

ー
で
き
な
い
部
分
を
埋
め
地
域

と
な
っ
て
い
公
団
・
公
社
造
林
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
を
対
象
に
し
て
い
る
(
昭
和
五
七
年
度
報
告
書
)。

岡
県
新
穂
村
で
は
、
村
有
林
一
、
四

一
三
加
の
う
ち
て

O
一
三
凶
ま
で
が
各
区
の
使
用
地

(
旧
慣
使
用
林
野
)
で
あ
り
、
そ
れ
を
対
象

に
昭
和
五
二
年
度
か
ら
村
行
造
林
を
開
始
し
て
い
る
(
昭
和
五
六
年
度
報
告
書
)
。

兵
庫
県
村
岡
町
の
場
合
、
自
己
所
有
地

へ
の
造
林
の
例
で
あ
る
が
、
同
町
の
調
査
者
は
、
公
有
林
事
業
が
地
元
集
落
の
雇
用
創
出
に
さ

ま
ざ
ま
の
形
で
役
立
っ
て
お
り
、
町
有
林
造
林
に
お
い
て
は
財
産
形
成
は
二
義
的
目
的
で
あ
る
と
述
べ
、
財
政
・
金
融
に
よ
る
一
雇
用
創
出
の

フ
ロ
ー
と
し
て
の
機
能
を
重
視
し
て
い
る
。
同
町
は
社
氏
出
稼
地
帯
で
あ
り
ス
キ

l
場
造
成
民
宿
経
営
そ
し
て
造
林
作
業
と
併
せ
て

金
沢
市
以
外
で
も
、
他
人
所
有
地
へ
の
市
町
村
行
造
林
の
例
は
少
な
か
ら
ず
報
告
さ
れ
て
い
る
。

新
潟
県
塩
沢
町
は
旧
ポ
イ
山
地
帯

・
部
落
有
地
帯
で
あ
り
、
町
所
有
林
野
は
皆
無
だ
が
、
入
会
林
野
整
備
の
促
進
な
い
し
ア
フ
タ
ー

ケ
ア
と
新
た
に
合
併
設
立
さ
れ
た
森
林
組
合
強
化
育
成
の
た
め
、
昭
和
五
二
年
度
よ
り
毎
年
二

O
M
の
町
行
分
収
造
林
を
開
始
し
た
。
五

六
年
七
月
ま
で
の
実
擦
で
は
、
生
産
森
林
組
合
一
一組
合
五

O
M
、
部
落
有
林
二
団
体
六
五
回
に
達
し
て
い

る
。
分
収
率
は
町
六
対
地
一疋
四

230 

市
町
村
行
造
林
1
ー
そ
の
他
の
事
例

と
、
市
行
進
林
事
業
費
は
農
林
水
産
業
費
と
比
較
す
る
と
少
な
か
ら
ぬ
額
だ
が
、
農
林
水
産
業
費
の
ウ
エ

イ
ト
が
低
い
地
方
大
都
市
の
財

政
規
模
か
ん
す
る
と
た
い
し
た
割
合
に
至
ら
な
い
の
が

一
般
の
山
村
財
政
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
同
報
告
書
は
述
べ

て
い
る
。
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木
置
場
の
利
用
は
各
地
と
も
件
数
が
多
い
。

第
三
節

市
町
村
有
林
の
公
益
的
機
能
に
つ
い
て

市
町
村
有
林
は
そ
の
成
立
の
経
緯
か
ら
し
て
、

山
地
荒
廃
防
止
、
森
林
の
水
土
保
全
機
能
の
発
揮
を
、
市
町
村
財
産
の
造
成
と
並
ん
で

そ
の
主
要
な
役
割
と
し
て
い
た
が
戦
後
の
経
済
変
化
の
中
で
そ
れ
は
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

森
林
の
公
益
的
機
能
の
維
持
の
た
め
に
は
保
安
林
制
度
な
ど
が
対
応
し
て
い
る
が
、
制
度
の
運
用
の
問
題
か
・
り
し
て
、
ま
た
、
制
度
自

体
小
区
域
の
山
地
保
全
の
課
題
に
十
分
対
応
で
き
な
い
事
態
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
戦
前
期
(
昭
和
一

四
年
)
北
海
道
当
麻
町
は
水
源
酒
養

を
一
つ

の
目
的
と
し
て
旧
軍
用
地
二
、
四
三
五
回
を
購
入
、

町
有
林
と
し
た
が
(
昭
和
五
五
年
度
報
告
書
)
、
そ
の
こ
と
は
公
有
林
が
市
町

村
と
い
う
小
地
域
の
範
囲
の
山
地
保
全
の
課
題
に
対
応
す
る
制
度
で
も
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

地
域
経
済
の
発
展
と
と
も
に
土
地

需
要
が
高
ま
り
、
林
地
の
他
用
途
へ
の
転
用
や
集
約
利
用
が
進
ん
で
く
る
と
、
林
地
の
適
切
な
利
用
区
分
を
行
い
そ
の
中
に
森
林
の
公
益

的
機
能
の
維
持
発
揮
の
課
題
を
位
置
付
け
、
必
要
な
場
合
そ
の
た
め
の
森
林
を
公
有
林
と
し
て
管
理
し
て
ゆ
く
こ
と
の
重
要
性
は
、
地
域

の
生
産
活
動
、
住
民
の
生
活
の
そ
れ
ぞ
れ
の
水
準
の
維
持
、
高
度
化
の
た
め
に

一
層
増
し
て
き
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
掲
『
公
有
林
の
現
況
』
に
よ
る
と
、

市
町
村
の
保
有
森
林
の
経
営
目
的
は
、
木
材
生
産
|

|
面
積
比
率
六
九
%
、

該
当
市
町
村
数
比

率
八
二
%
、
環
境
保
全
||

そ
れ
ぞ
れ
六
O
%
、
二
七
%
、
国
土
保
ふ
千
|
|
そ
れ
ぞ
れ
一
O
%
、

二
七
%
、
水
源
か
ん
養
|
|
そ
れ
ぞ
れ

一
五
%
、
二
四
%
と
な
っ
て
い
る
。
木
材
生
産
目
的
が
や
は
り
主
だ
が
、
公
益
的
機
能
が
地
搬
に
よ

っ
て
は
主
要
な
目
的
と
な
っ
て
い
る
。

公
益
的
機
能
を
目
的
と
す
る
森
林
面
積
比
率
の
高
い
の
は
、
北
海
道
、
山
形
、
福
島
、

埼
玉
、
東
京
、
新
潟
、
富
山
、
福
井
、
岐
阜
、
兵

庫、

岡
山
、
広
島
、
大
分
、
沖
縄
な
ど
の
都
道
府
県
で
あ
る
。
自
然
的
・
社
会
的
条
件
に
よ
り
森
林
の
公
益
的
機
能
の
維
持
が
地
域
の
中

で
、
ま
た
他
用
途
と
の
関
連
に
お
い
て
、
重
要
と
な
っ
て
い
る
地
方
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
市
町
村
有
林
が
、

を
負
っ
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
地
域
の
課
題

市
町
村
別
に
事
例
的
に
み
て
み
る
と
、
新
潟
県
新
発
田
市
有
林
て
二
五
O
M
の
う
ち
目
的
別
保
有
森
林
面
積
は
、
木
村
生
産
一

O
六

回
、
環
境
保
全
二
O
O
M
、
国
土
保
全
一
五
六
加
、
水
源
か
ん
養
七
八
八
加
と
な
っ
て
い
る
例
、
岡
県
湯
沢
町
有
林
二
、
四
七
五
同
の
大
部

分
二
、

二
八
七
凶
が
環
境
保
全
目
的
で
あ
る
例
、
横
浜
市
有
林
二
、
六
九
三
M
は
す
べ
て
水
源
極
養
目
的
で
あ
る
例
、
な
ど
が
目
立

つ
が
、

都
市
化
の
進
展
な
い
し
林
地
の
都
市
的
需
要
の
拡
大
に
対
応
す
る
施
設
と
し
て
の
公
有
林
の
性
格
が
こ
れ
ら
事
例
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い

噌ゐ》』い、えトムでつ。

調
査
報
告
書
に
問
題
点
を
み
て
み
よ
う
。

公有林野と地域経済

埼
玉
県
秩
父
市
有
林
は
て
二
九
七
回
で
あ
る
。
秩
父
市
は
そ
の
直
宮
林
七
七
三
回
に
つ
き
基
本
財
産
造
成
を
目
指
し
て
積
極
的
に
造
林

を
進
め
て
き
た
が
、
財
政
の
硬
直
化
や
伐
採
対
象
林
分
の
減
少
に
よ
り
単
な
る
基
本
財
産
の
造
成
と
い
う
位
置
付
け
で
経
営
を
続
け
る

こ
と
が
困
難
に
な
る
一
方
、
都
市
化
の
進
展
に
よ
り
市
有
林
の
別
荘
地
な
ど
へ
の
転
用
、
さ
ら
に
は
林
道
工
事
が
中
止
を
求
め
ら
れ
る
な

ど
財
産
用
途
に
制
限
が
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
市
有
林
経
営
の
理
念
を
財
政
硬
直
化
の
中
で
ど
う
再
構
築
し
て
ゆ
く
か
が
課

題
と
な
っ
て
い
る
(
昭
和
五

一
年
度
報
告
書
)
。

栃
木
県
栗
山
村
の
村
有
林
は
て
O
六
五
回
で
あ
る
が
、
保
安
林
指
定
地
、
国
立
公
国
地
帯
で
あ
り
、
利
用
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
措
置
が
国
か
ら
講
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
(
昭
和
五

一
年
度
報
告
書
づ

地
域
の
枠
を
越
え
た
管
理
の
在
り
方
が
要

求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
村
有
林
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
適
切
と
い
え
な
い
例
で
あ
る
。

第 5章233 
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第
四
節

地
域
産
業
の
振
興
と
公
有
林

地
域
林
業
掻
興
と
公
有
林

先
年
の
森
林
法
改
正
に
よ

っ
て
発
足
し
た
森
林
整
備
計
画
制
度
に
よ

っ
て
、
森
林
管
理
の
適
正
化
に
向
け
て
市
町
村
長
の
主
導
的
役
割

の
重
要
性
が
示
さ
れ
た
が
、
地
域
林
業
振
興
の
た
め
に
積
極
的
な
施
策
を
展
開
し
て
い
る
市
町
村
の
数
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
場
合
、
そ

の
保
有
す
る
市
町
村
有
林
が
必
ず
中
舷
的
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

前
記
の
金
沢
市
等
の
よ
う
に
、
市
町
村
行
造
林
が
地
域
の
資
源
造
成
や
林
業
雇
用
確
保
の
た
め
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

事
例
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
こ
と
す
で
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

地
域
の
条
件
に
も
よ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
地
域
林
業
の
生
産

・
流
通

・
加
工
の
さ
ま
ざ
ま
の
主
体
の
活
動
を
総
合
的
に
促
進
す
る
市
町

村
の
林
業
行
政
の
中
に
公
有
林
を
位
置
付
け
、
活
様
な
摘
策
を
展
開
し
て
い
る
例
も
近
年
み
ら
れ
る
。

岩
手
県
住
回
町
有
林
は
一
万
三
、
六
三
四
加
に
達
し
、
直
営
林
玉
、

=
一
六
八
回
、
貸
付
株
五
、
七
七
五
同

行
造
林
一
、

O
一
九

M
に
分
か
れ
る
が
、
直
営
林
造
林
の
作
業
回
一
一
息
は
新
他
面
積
で
昭
和
五
二
年
度
ま
で
の
五
カ
年
間
に
年
平
均

一
一
回
加
、
造

林
事
業
就
労
者
延
人
数
は
年

一
万
五
、

0
0
0人
以
上
で
あ
り
、
間
伐
材
伐
採
と
と
も
に
地
元
住
民
の
雇
用
と
委
託
事
業
の
確
保
に
よ
る
森

林
組
合
の
強
化
育
成
に
役
立
っ
て
い
る
。
貰
付
林
は
集
落
貸
付
分
収
林
が
中
心
で
あ
り
、
小
規
模
私
有
林
の
規
模
拡
大
と
地
域
共
同
体
意
識

の
醸
成
に
役
立
っ
て
い
る
。

一
部
町
有
林
の
売
払
い
収
入
を
加
え
て
基
金
を
設
け
、
林
業
振
興
計
画
の
策
定
(
昭
和
五
三
年
二
月
)
に
よ

り
さ
ま
ぎ
ま
の
町
単
事
業
を
含
む
、
ま
た
し
い
た
け
原
木
林
な
ど
林
産
振
興
そ
し
て
住
宅
建
築
に
至
る
多
面
的

・
総
合
的
な
林
業
施
策
を

官
行
造
林

一
、
四
七
二
M
、
県

展
開
し
て
い
る

(昭
和
五
三
年
度
報
告
書
及
び
全
国
林
業
構
造
改
善
協
会

『昭
和
五
八
年
度
林
業
構
造
改
善
事
業
事
例
集

成
果
を
あ
げ

る
林
構
事
業
』
昭
和
五
九
年
に
よ
る
)
。

シ
イ
タ
ケ
原
木
林
を
公
営
林
と
し
て
造
成
す
る
事
例
は
、
前
記
五
木
村
の
ほ
か
各
地
で
み
ら
れ
る
。
報
告
書
の
中
で
は
、
熊
本
県
上
村

の
例
が
み
ら
れ
る
(
昭
和
五
五
年
度
報
告
書
)
。
地
元
産
業
へ
の
資
材
供
給
の
役
割
を
公
有
林
が
担
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

通
常
の
市
場
経

済
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
は
、
長
期
を
要
し
収
益
性
の
低
い
特
殊
林
産
業
の
た
め
の
資
材
供
給
林
の
造
成
は
期
待
で
き
な
い
。
地
域
に
密

着
し
た
そ
の
よ
う
な
活
動
を
公
有
林
経
営
の
中
で
行
う
こ
と
は
、
よ
り
短
期
の
収
入
確
保
に
よ
り
就
業
の
場
を
保
証
し
、

定
住
化
を
促
進

公有林野と地域経済

す
る
た
め
有
効
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
特
殊
林
産
と
い
わ
れ
て
い
る
分
野
に
限
ら
ず
、
木
工
等
の
原
料
確
保
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
(
長
年
月
を
要
す
る

が
)
。
秋
田
ス
ギ
地
帯
で
あ
る
上
小
阿
仁
村
で
は
、
村
有
林
に
昭
和
五
一一
年
エ
ン
ジ
ュ
一

・
五
回
、
五
三
年
に
ケ
ヤ
キ
0
・
五
加
、
カ
ツ
ラ

0
・
二
加
を
植
栽
し
た
。
一

0
0
1
一
五
O
年
の
長
伐
期
生
産
を
目
標
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

(昭
和
五
六
年
度
報
告
書
)。

前
に
み
た
兵
庫
県
村
岡
町
の
例
に
近
い
が
、
や
や
特
異
と
も
言
う
べ
き
積
極
的
な
考
え
方
の
例
と
し
て
、
島
根
県
匹
見
町
の
「
緑
の
工
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場
」
構
想
を
み
て
み
よ
う
。

島
根
県
は
、
昭
和
四

0
年
代
に
県
内
労
働
力
の
県
内
就
業
、
あ
る
い
は
関
連
企
業
の
育
成
を
目
的
と
し
て
、

「一

町
村
一
工
場
」
の
、キャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も
と
に
、
縫
製
品
な
ど
を
主
と
し
た
小
規
模
企
業
の
町
村
進
出
を
促
進
し
た
。
し
か
し
、
匹
見
町
に
は
、
鉄
道
沿
線
か

ら
離
れ
て
い
る
こ
と
、
国
這
も
通
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
と
な

っ
て
進
出
す
る
企
業
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
か
わ
る
も
の
と
し

て
昭
和
四
二
年
に
登
場
し
た
の
が

「繰
の
工
場
」
構
想
だ
っ
た
。
広
範
に
存
在
す
る
林
野
を
工
場
と
み
な
し
、
林
業
生
産
基
盤
の
確
立
、

地
元
労
働
力
活
用
と
住
民
所
得
の
向
上
を
目
標
と
し
、
造
林
事
業
の
場
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
町
有
林
、
共
有
林
、
ほ
か
私
有
林

の
広
大
な
林
野
を
対
象
に
、
拡
大
造
林
を
永
続
的
に
推
進
し
新
た
な
資
源
造
成
を
図
り
、
同
時
に
、

か
つ
て
薪
炭
生
産
者
で
あ
っ

た
人
々
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が
、
再
度
林
業
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
得
る
場
を
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。

緑
の
工
場
構
想
は
、

ω
用
地
|

1
作
業
単
位
を
大
き
く
す
る
た
め
一

O
M
以
上
と
し
、
所
有
の
公
訟
は
問
わ
な
い
。
土
地
所
有
者
は

そ
の
地
位
を
保
ち
つ
つ
労
務
者
と
し
て
一
様一
周
さ
れ
、
賃
金
所
得
を
得
て
造
林
技
術
を
習
得
し
な
が
ら
、
将
来
山
の
収
益
配
分
を
受
け
る
。

ω

人
、
労
働
力
|
|
造
林
労
務
者
の
登
録
制
の
実
施
、
労
務
者
引
き
抜
き
の
防
止
、
町
内
労
務
者
の
優
先
採
用
、
機
械
化
、
林
道
網
整
備
、

林
地
の
集
団
化
、
作
業
の
専
門
化
を
進
め
て
、
能
率
化
、
労
働
安
全
を
図
る
。

ω
資
本
||
公
的
資
本
調
達
に
よ
る
山
村
再
開
発
を
目

指
す
。
工
場
の
事
業
主
体
は
町
、
森
組
、
造
林
組
合
と
す
る
。
事
業
は
原
則
と
し
て
分
収
造
林
と
す
る
。

ω
そ
の
他

l
!
自
家
労
力
に
よ

る
造
林
は
対
象
と
し
な
い
。
緑
の
工
場
拡
大
の
た
め
、

町
は
指
導
援
助
を
行
、
ー
な
ど
で
あ
る。

町
営
造
林
に
は
、
町
直
営
造
林
、
公
団
造
林

(ニ
者・
三
者
契
約
)、
公
社
造
林
、
町
行
分
収
造
林
が
あ
り
、
そ
れ
ら
築
綴
は
、
昭
和
三

六
年
以
来
年
間
一

O
O
M
以
上
、
五
一
年
度
ま
で
に
二
、
二
三
ニ
加
に
達
し
て
お
り
、
町
造
林
推
進
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
(
昭
和
五
二
年

度
調
査
報
告

こ
の
構
想
実
総
上
の
問
題
は
、
町
営
林
事
業
の
多
く
が
起
債
や

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
利
子
支
払
い
を
含

め
た
支
出
が
町
財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(同
報
告
書
)
。
さ
ら
に
課
題
を
つ
け
加
え
れ
ば
、
よ
り
高
い
付
加
価
値
を
可
能
に
す

る
加
工
過
程
、
そ
し
て
間
伐
材
の
処
理
な
ど
流
通
過
程
で
の
活
動
の
促
進
が
重
要
で
あ
ろ
う・

長
野
県
鬼
無
里
村
有
林
は
二
、
五
七
九
回
、
国
有
林

(
二
、
五
二
七

M
)、
部
落
有
林
(
一二
、九
八
八
加
)
を
除
く
と
容
細
な
忽
有
林
野
が

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
の
林
業
生
態
活
動
は
森
林
組
合
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
事
業
は
戦
後
の
薪
炭
の
取
り
扱
い
か
ら
始
ま
り
、
製

材
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
、
さ
ら
に
山
菜
加
工
へ
と
展
開
さ
札
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
事
業
は
す
べ
て
加
工
度
を
上
げ
る
方
向
で
進
め
ら
れ
て

き
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
技
術
の
蓄
積
を
含
め
て
、
こ
の
村
の
雇
用
に
占
め
る
そ
の
事
業
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
の
展
開
の
中
で
村
有

......... 。

林
資
源
は
原
料
供
給
に
お
い
て
欠
く
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
(
昭
和
五
四
年
度
報
告
書
)。

小
規
模
林
家
の
規
模
拡
大
と
公
有
林

昭
和
二
0
年
代
後
半
期
以
降
、
木
材
価
格
の
好
閥
、
農
業
生
産
力
の
高
ま
り
、
雇
用
機
会
の
不
足
等
を
要
因
と
し
て
小
規
慌
般
家
林
家

に
よ
る
造
林
が
進
展
を
み
、
つ
い
で
そ
の
活
動
が
上
周
林
家
に
も
波
及
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
戦
前
期
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
事
態
で
あ

る

公有林野と 地域経済

林
業
基
本
問
題
答
申
に
お
い
て
家
族
経
営
的
林
業
が
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
規
模
拡
大
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
実
現
の
た
め
、

昭
和
四

0
年
代
に
な
っ
て
入
会
林
野
や
公
有
林
の
旧
慣
使
用
林
野
の
権
利
の
近
代
化
が
林
業
構
造
改
善
事
業
、
入
会
林
野
近
代
化
事
業
と

し
て
進
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
公
有
林
野
に
お
け
る
貨
付
、
分
収
林
の
設
定
も
そ
の
有
力
な
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
福
島
県

川
内
村
、
高
知
県
篠
原
村
の
村
有
林
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

川
内
村
は
か
つ
て
村
有
林
中
心
の
山
村
で
、

村
有
林
面
積
九
、
一
三
一
凶
、
直
営
林
を
含
め
た
村
有
林
の
積
極
的
経
営
で
知
ら
れ
て
い

た
。
村
は
早
く
か
ら
村
有
林
の
経
営
に
務
手
し
、
そ
の
収
入
に
依
拠
し
て
村
民
の
教
育
・
文
化
・
厚
生
・
福
祉
と
い
っ
た
、
と
か
く
山
村

で
は
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
分
野
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。

そ
の
村
有
林
経
営
の

一
つ
の
特
色
は
、
地
元
へ
の
貸
付
林
に
表
わ
れ
て
い
る
。
私
有
林
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か

っ
た
村
民
に

一
戸
五
加

の
経
営
林
を
与
え
る
と
い
う
発
想
で
、

ω
公
有
林
引
戻
当
時
の
権
利
者
に

一
・六
M
の
自
家
用
林
を
与
え

(合
計

一
、六

O
O
M
、
当
初

貸
付
、
昭
和
五

O
年
ま
で
売
却
)、

ω
集
落
・
消
防
団
・
背
年
間
・
婦
人
会
に
貸
付
け
し
、

一
戸
一

同
を
限
度
と
す
る
、
期
間
五

O
年
、

分
収
歩
合
七
対
三
、
う
ち
こ
は
そ
の
団
体
の
基
本
財
産
と
し
て
積
立
て
る
と
い
う
内
容
の
部
分
林
(
五

O
六
加
)、

ω
ニ
人
以
上
の
共
同

経
営
、
設
定
面
積
一
戸
一
加
が
限
度
、
合
計
一
五

M
を
超
え
な
い
範
聞
の
、
分
収
歩
合
九
対
一
の
家
経
林
(
一
、
二
八
四
回
〉
の
制
度
が
昭

和
三
九
年
か
ら
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
前
記
し
た
よ
う
な
基
本
問
題
答
申
な
ど
を
背
景
と
し
、
県
出
中
の
補
助
制
度
に
刺
戟
さ
れ
、
生
ま
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れ
た
制
度
で
あ
る
(
昭
和
五

一
年
度
調
査
報
告
書
)
。

高
知
県
梼
原
町
は
、
梼
原
方
式
と
い
わ
れ
る
町
有
林
貸
付
に
か
か
る
造
林
の
資
金
の
村
単
融
資
制
度
で
知
ら
れ
て
い
る
。

椿
原
町
で
は
昭
和
三
三
年
町
有
林
取
扱
条
例
の
制
定
に
際
し
、

そ
れ
ま
で
集
落
ま
た
は
公
共
団
体
に
限
っ
て
い
た
町
有
林
に
お
け
る
分

収
林
の
設
定
を
町
内
に
居
住
す
る
者
五
名
以
上
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
る
造
林
組
合
に
ま
で
拡
大
し
た
9

昭
和
田
三
年
時
点
で
の
実
績
は
前

四
O
八
加
で
あ
る
の
に
対
し
、
造
林
組
合
で
は
九
三
組
合
、
八
九
七

M
と
な

っ
て
お
り
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
。

者
が
五
八
団
体
、

町
は
き
ら
に
造
林
推
進
策
を
前
進
さ
せ
る
。
上
述
の
造
林
組
合
と
の
分
収
制
度
は
組
合
を
つ
く
っ
た
者
が
町
内
の
上
層
部
に
限
ら
れ
る

と
い
う
傾
向
を
示
し
た
の
で
、
昭
和
三
七
年
「
団
体
遺
林
等
に
対
す
る
造
林
資
金
融
資
条
例
」
を
制
定
し
て
、
自
己
資
金
の
乏
し
い
人
の

場
合
も
組
合
を
つ
く
っ
て
融
資
に
よ
り
分
収
造
林
に
参
加
す
る
方
途
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
融
資
制
度
は
当
初
、
農
林
中
金
、
農
林

漁
業
金
融
公
庫
の
借
入
金
を
原
資
と
し
て
村
長
が
各
造
林
団
体
に
転
貸
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
た
が
、

制
度
上
難
点
を
有
す
る
こ
と
か

i

四
三
年
か
ら
町
の
純
財
源
で
行
う
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
概
要
は
、

ω
町
有
林
の
造
林
者
に
新
植
は
年
利
三
%
、
保
育
は
四

・
五

%

の
低
利
で
融
資
す
る
、
悶
返
済
期
限
は
三

O
年
後
(
又
は
主
伐
を
行
っ
た
時
)
、
印
無
担
保
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五

O
年
現
在
、
造
林
組
合
を
主
と
す
る
地
元
分
収
林
は

一
、
四
四
ニ
切
で
あ
る
(
昭
和
五
二
年
度
調
査
報
告
書
)
。

公
有
林
の
他
用
途
へ
の
転
用

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
大
規
模
な
形
で
公
有
林
の
林
地
以
外
の
用
途
へ
の
転
用
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
第

一
の
形
態
は
農
業

・
畜

産
と
い
う
土
地
資
源
に
立
脚
す
る
第

一
次
産
業
用
途
へ
の
転
用
で
あ
る
。
時
期
的
に
み
る
と
、
ま
ず
、
戦
後
期
の
農
地
解
放

・
開
拓
に
関

す
る
転
用

・
離
権
で
あ
る
。

つ
い
で
農
業
生
産
力
の
発
展
に
伴
う
農
用
地

・
草
地
と
し
て
の
転
用
が
進
ん
だ
。

入
っ
て
、
大
規
模
な
基
盤
整
備
事
業
の
展
開
の
中
で
、
こ
の
形
態
の
転
用
が
大
き
く
進
ん
だ
。

そ
し
て
昭
和
四
0
年
代
に

転
用
の
第
二
の
形
態
は
、
開
発
政
策
が
進
む
中
で
の
ダ
ム
用
地
や
土
砂
砕
石
採
取
用
地
と
し
て
の
利
用
・
転
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

用
地

の
代
替
地
と
し
て
の
充
用
の
事
例
も
各
地
で
み
ら
れ
る
。

転
用
の
第
三
の
形
態
は
、
開
発
政
策
が
全
国
的
に
波
及
す
る
中
で
喚
起
さ
れ
る
林
地
に
対
す
る
都
市
的
利
用
の
形
態
で
あ
る
。
宅
地
・

別
荘
地

・
ゴ
ル
フ
場
ほ
か
レ
ジ
ャ
ー
用
地
へ
の
転
用
が
昭
和
三

0
年
代
の
後
半
期
か
ら
大
規
模
に
進
め
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
を
、
戦
前
期
か
ら
の
公
有
林
の
重
要
な
形
態
で
あ
っ
た
地
元
利
用
を
継
承
し
、
戦
後
期
の
地
域
経
済
の
発
展
の
中
で
展
開
す
る

形
態
と
し
て
み
る
と
き
、

公
有
林
は
地
域
の
産
業
発
展
の
た
め
の
重
要
な
土
地
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
と
一
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
c

公有林野と地域経済

と
り
わ
け
オ
イ
ル
シ
ョ

ッ
ク
以
降
の
経
済
や
政
策
の
基
調
の
変
化
の
中
で
地
域
の
自
律
的
発
展
が
重
要
と
さ
れ
、
村
お
こ
し、

品
運
動
等
に
み
ら
れ
る
地
域
の
資
源
は
か
諸
条
件
に
適
合
し
た
産
業
発
展
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
発
展
方
向
を
地
域
経
営
と
い
う
形
で
提
示

さ
れ
る
時
(
国
土
審
議
会
調
査
部
会
国
土
庁
計
画

・
調
整
局
編
『
三
全
総
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
作
業
報
告
|
|
三
全
総
策
定
後
の
情
勢

変
化
と
新
し
い
国
土
計
画
へ
の
課
題
』
昭
和
五
八
年
参
照
)
、
地
域
に
密
着
し
、
よ
り
適
切
な
形
で
利
用
な
い
し
資
源
の
造
成
が
で
き
る

可
能
性
の
高
い
公
有
林
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
後
の
農
用
地

へ
の
転
用
の
事
例
と
し
て
福
島
県
川
内
村
の
場
合
を
み
て
み
る
と
、
昭
和
二
四
年
農
地
改
革
に
伴
う
買
収

一
六
二
加、

三
二
年
間
墾
用
地
と
一

O
O
i
四

O
O
M
が
買
収
さ
れ
、
川
内
村
の
耕
地
面
積
の
倍
増
(
約
四

O
O
M
か
ら
七
四
五
回
に
)
を
結
果
し
た
。

草
地
造
成
に
向
け
ら
れ
た
村
有
林
は
そ
れ
以
上
に
大
き
か
っ
た
。
昭
和
三
四
年
に
は
新
農
山
漁
村
建
設
事
業
の
一
環
と
し
て

一
般
公
共
事

業
に
よ
っ
て
村
有
林
内
で
行
わ
れ
た

一
一
O
M
の
草
地
造
成
を
始
め
と
し
て
、

二一
七
年
度
か
ら
は
農
業
構
造
改
善
事
業
の
パ

イ
ロ
ッ
ト
地

区
の
指
定
を
受
け
て
五
五
加
、

一二
八
年
度
に
は
一
般
地
区
と
し
て
五

O
加
の
草
地
が
造
成
さ
札
た
。
こ
の
事
業
は
そ
の
後
い

っ
そ
う
拡
大

し
、
四
五
年
に
は
合
計
三
六
六
凶
の
草
地
が
造
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
個
人
草
地
も
造
成
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、

他
の
五
カ
町

村
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村
と
の
共
同
で
村
有
林
内
に
肉
用
牛
向
け
の
大
規
模
草
地
も
造
成
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
草
地
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
な
ど
問
題
は
あ
る
が
、
農
業
的
(
畜
産
的
)
利
用
へ
の
村
有
林
の
転
用
も
、

村
占
有
林
が
地
域
社
会
経
済
に
果
た
し
て
き
た
役
割
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
(
昭
和
五
七
年
度
調
査
報
告
書
)。

つ
ぎ
に
、
山
村
に
お
け
る
観
光
開
発
な
ど
に
伴
う
公
有
林
の
課
題
に
つ

い
て
み
て
み
よ
う
。

群
馬
県
嬬
恋
村
は
森
林
面
積
二
万
六
、
O
O
O
M、

森
林
率
八
五
%
の
山
村
で
あ
り
、
近
年
観
光
地
と
し
て
発
展
し
て
き
て
い
る
。
森
林

の
六
一
%
が
国
有
林
で
主
体
を
占
め
て
い
る
。

村
有
林
は
て
七
七
四
M
、
う
ち
直
営
林
が
一
、
五
二
五
加
で
あ
り
、
カ
ラ
マ
ツ
を
中
心
に

昭
和
三
五
年
か
ら
五
O
年
ま
で
五
四
七
加
の
植
林
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
活
滋
な
造
林
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
残
り
一
二
九
回
は
貸
付

地
で
あ
る
。
貸
付
地
は
企
業
へ
の
貸
付
で
、
一
つ
は
ブ
ル
フ
場
、

他
の
一
つ
は
ス
キ

l
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
村
有
林
経
営
の
問
題
点
を
み
て
み
よ
う
。
昭
和
ニ

0
年
代
後
半
期
か
ら
官
行
造
林
収
入
が
入
り
、
特
に
ご一

0
年
代
後
半
期
か
ら
四

0
年
代
前
半
期
ま
で
年
間
一
千
万
同
の
収
入
が
村
財
政
を
測
し
た
。
し
か
し
近
年
は
ほ
と
ん
ど
伐
り
尽
し
、
カ
ラ
マ
ツ
市
況
の
悪
化
も
加

わ
り
収
入
は
低
下
し
、
四
九
年
か
ら
は
伐
採
量
は
ゼ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
一
方
、
国
土
保
全
、
自
然
環
境
等
の
保
持
率
に
閲
す
る
村
有
林
の
役
割
は
ま
す
主
す
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
当
地
は
山
岳
地
帯
で
あ
り
、

ま
た
年
間
二
O
O
万
人
の
入
込
客
が
あ
る
餓
光
地
で
み
り
、

浅
間
高
原
一
滑
に
別
荘
地
分
譲
が
盛
ん
と
な
り
、
開
発
の
波
が
本
村
に
も
押

し
よ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ル
フ
場
や
ス
キ
|
場
へ
の
村
有
林
の
貸
付
け
も
そ
の
一
端
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

村
長
選
挙
に
お
い

て

も
開
発
推
進
(
別
荘
分
譲
等
)
か
規
制
か
が
重
大
争
点
と
な
り
、
規
制
派
の
村
長
が
当
選
し
た
い
き
さ
つ
が
あ
る
。
村
有
林
に
お
い
て
、

収
入
排
除
保
が
困
難
な
中
で
、
今
後
も
年
間

一
五
1
二

o
hの
造
林
を
続
け
よ
う
と
す
る
の
も
、
国
土
保
全
が
当
地
峨
の
よ
う
な
山
岳
地
域

で
は
特
に
必
要
だ
と
す
る
考
え
に
基
づ
い
て
い

る。

し
か
し
、
問
題
は
少
な
く
な
い
。

本
村
の
振
興
計
画
は
、
観
光
及
び
幾
業
振
興
を
柱
に
徳
、
え
て
い
る
。

昭
和
四
八
年
度
の
産
業
別
村
民

所
得
に
お
い
て
も
、
第
一
位
が
観
光
を
中
心
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
撲
で
全
体
の
ニ
五
%
を
占
め
、
第
二
位
め
キ
ャ
ベ
ツ
を
基
幹
作
物
と
し
た

農
業
が
ニ
O
%
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
カ
ラ
マ
ツ
材
の
市
況
及
び
開
発
ブ
ー
ム
の
再
来
い
か
ん
に
よ

っ
て
は
、
村
有
林
が
開
発

の
波
に
さ
ら
さ
れ
な
い
と
は
断
じ
え
な
い
@
助
成
策
を
含
め
て
、
国
や
県
が
カ
ラ
マ
ツ
問
題
を
ど
こ
ま
で
解
決
し
う
る
か
に
村
宥
林
の
将

来
は
か
か

っ
て
い

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
村
が
施
策
と
し
て
期
待
し
て
い
る
事
項
は
、
本
村
の
よ
う
な
ス
ギ
、

ヒ

ノ
キ
な
ど
の
経
済
林
業
が
成
立
し
、
え
な
い
地
帯
、
そ
の
典
型
と
し
て
の
カ
ラ
マ
ツ
地
帯
に
対
す
る
特
別
の
助
成
策
で
あ
る
。
具
体
的
に
は、

ω
私
有
林
な
み
の
補
助
金
の
交
付
、

ω
国
有
林
地
術
で
も
あ
り
、
特
別
交
付
税
の
配
付
、

ω
水
源
か
ん
養
を
含
む
山
骨
林
で
あ
る

た
め
下
流
竣
の
水
資
源
享
受
地
域
の
受
益
者
負
担
、
等
で
あ
り
、
当
然
、

ω
カ
ラ
マ
ツ
市
場
の
開
拓
も
含
ま
れ
る
(
昭
和
五
一
年
度
調

査
報
告
書
)
。

観
光
開
発
と
公
有
林
野
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
七
章
で
み
ら
れ
る
の
で
詳
述
は
避
け
る
が
、
開
発
に
ま
つ
わ
る
困
難
な
問
題
は
少
な
〈

な
い
よ
う
で
あ
る
。

公有林野と地域経済

長
野
県
高
山
村
に
お
い
て
観
光
開
発
が
進
ん
だ
の
は
、
明
治
期
か
ら
放
牧
地
と
し
て
地
元
に
貸
付
け
ら
れ
て
き
た

Y
牧
場
で
あ
る
。
最

近
に
な

っ
て
地
元
借
受
団
体
が
さ
ら
に
利
用
者
に
貸
付
け
て
い
た
土
地
を
村
が
売
却
し
、
地
元
団
体
に
売
上
金
の
一
部
に
当
た
る
手
切
金

を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
売
却
地
に
つ
い
て
の
権
利
関
係
を
解
消
し
た
。

類
似
の
事
態
が
今
後
も
起
こ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
村
は
土
地
を
売
却
せ
ず
に
、
あ
る
い
は
売
却
し
た
場
合
で
も
、

土
地
代
金
を
村
と
地
元
が
一
体
と
な
っ
て
観
光
な
ど
で
新
し
い
事
業
を
お
こ
す
こ
と
に
あ
て
る
こ
と
が
盟
ま
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
野
沢
温
泉
村
で
は
村
営
の
ス
キ
|
場
リ
フ
ト
へ
の
冬
期
就
労
に
よ
っ
て
、
村
有
林
労
働
者
の
通
年
麗
周
を
実
現
し
て
い
る
。
高
山

調~!i i震

村
は
資
本
の
蓄
積
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
‘
村
有
林
の
利
用
方
法
と
資
金
関
連
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
有
林
の

211 

地
元
関
係
を
充
実
さ
せ
る
余
地
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
昭
和
五
四
年
度
調
査
報
告
書
は
述
べ
て
い
る
.



242 

(団体数)

区 分 農耕地等
住宅工場 道路、ダム

コ'ル7場
スキー 別荘

その他
用地等 等公共施設 場等 用地等

北海道 10 2 4 l 2 
東 ~t 19 10 23 1 8 2 8 
関東・東山 9 10 22 3 4 11 17 
ヰヒ 陸 2 1 7 l 4 5 
東 海 4 13 15 4 3 1 6 
近 畿 6 2 10 2 2 l 5 
中 国 4 8 15 1 4 5 
四 国 9 3 6 2 
九 州、| 22 4 21 l l 3 

五十 85 53 123 13 26 17 53 

市町村財産区有林の開発転用(意向)の内容表 5

長
野
県
立
科
村
の
場
合
、
隣
接
の
萎
科
が
観
光
地
と
し
て
成
立
し
て
お
り

あ
る
程
度
の
ネ
ー
ム
・
バ
リ
ュ

ー
を
持
っ
て
b

た
こ
と
、
昭
和
三
七
年
に
開

発
が
開
始
さ
れ
、

四
0
年
代
の
観
光
プ

l
ム
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

観
光
の
先
発
性
と
い
う
条
件
に
恵
ま
れ
た
と
い
え
、
観
光
開
発
が
一
貫
し
て

公
共
主
導
で
進
め
ら
れ

土
地
を
売
却
し
な
い
賃
貸
方
式
が
と
ら
れ
、
成
功

し
た
事
例
で
あ
る
e

後
者
の
点
は
、
開
発
地
が
水
源
地
で
あ
り、

重
要
で
あ

る
(
昭
和
五
四
年
度
調
査
報
告
書
)
。

長
野
県
麻
績
村
で
は
、
観
光
開
発
が
村
有
林
内
で
行
わ
れ
た
。
別
荘
地
、

宿
泊
施
設
、
ス
キ

l
場
な
ど
で
あ
り
、
面
積
は
村
有
林

一
、
0
0
一
h
に
対

し
三
六

O
M
で
あ
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
分
譲
別
荘
地
内
の
立
木
の
取
扱
い

地
上
権
譲
渡
の
前
に
立
木
の
村
有
登
記
を
行
い
、
別
荘
地
の
地
上

で
あ
る
a

資料:前表に同じ。

権
者
が
勝
手
に
立
木
を
伐
採
す
る
の
を
防
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
村
長
に
よ

れ
ば
、
こ
の
別
荘
地
内
の
カ
ラ
マ
ツ
林
は
、
別
荘
地
用
と
し
て
地
代
収
入
を

得
て
い
る
か
ら
、

一
般
の
経
営
森
林
の
よ
う
に
伐
採
を
行
う
必
要
が
な
い
。

こ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ラ
マ
ツ
の

一
大
美
林
地
帯
が
で
き

あ
が
る
と
一
言
う
の
で
あ
る
。
現
在
、
施
業
は
、
地
上
権
者
の
同
意
を
得
な
が

ら
除
間
伐
を
・中
心
に
行
わ
れ
て
い
る

(
昭
和
五
七
年
度
調
査
報
告
書)。

土
地
の
買
占
め
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
起
き
た
事
例
と
し
て
、
長
野

な
お
、

県
大
鹿
村
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。

大
鹿
村
は
九
、
三
四
八
加
の
村
有
林
を
持
ち
、
直
営
造
林
、
機
関
造
林
に
よ
り
資
源
造
成
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

最
近

(
昭
和
四

0
年
代

後
半
期
)
、
約
三

O
O
凶
の
私
有
林
が
村
外
の
不
動
産
業
者
に
移
動
し
た
が
、
投
機
買
い

で
ま
っ
た
く
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
村
外

者
に
移
る
と
、
ま
わ
り
の
私
有
林
や
上
流
の
村
有
林
の
経
営
や
防
災
上
に
問
題
が
出
て

い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
村
で
は

「
土
地
開
発
基

金
」
を
設
け
て
林
地
を
一
購
入
す
る
道
を
聞
き
、

書)。

土
地
を
自
ら
保
有
し
管
理
す
る
体
制
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
(
昭
和
五

一
年
度
調
査
報
告

以
上
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
都
市
的
開
発
の
進
展
に
と
も
な
い
地
域
経
済
さ
ら
に
は
広
範
な
国
土

の
保
全
に
問
題
が
及
ぶ
よ
う

な
事
態
が
各
地
で
発
生
し
、
市
町
村
は
そ
れ
ら
に
対
処
す
る
た
め
森
林
の
公
的
管
理
を
維
持
し
、
さ
ら
に
強
化
す
る
方
向
で
対
処
し
よ
う

山
村
住
民
の
生
活
や
林
業
経
営
が
困
難
に
な
っ
て
ゆ
く
経
済
環
境
の
中
で
、
森
林
の
管
理
主
体

(
労
働
力
)
の

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

確
保
と
費
用
負
担
を
め
ぐ
っ
て
市
町
村
は
苦
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
市
町
村
財
産
区
有
林
の
今
後
開
発
の
意
向
の
あ
る
も
の
の
件
数
を
目
的
別
、

地
方
別
に
示
し
た
表
5
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
道
路
、
ダ
ム
等
公
共
施
設
へ
の
転
用
の
件
数
が
第

一
位
で
、
各
地
と
も
そ
の
比
率
が
高
い
。

公有林野と地域経済

つ
い

で
農
耕
地
等
の
転

用
で
あ
り
、
北
海
道
、
東
北

の
転
用
は
、
首
都
圏
に
近
い
関
東

・
東
山
に
集
中
し
て
い
る
。

九
州
な
ど
農
業
地
帯
で
そ
の
需
要
が
大
き
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え、

レ
ジ
ャ
ー
用
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